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Shall we ダンス?事件  

 著作物性の認められない振り付けや，著
作物性が認められない振り付けの一部分
の組合せや配列によって，独創性が認め
られるほどの顕著な特徴を有することにな
るということも困難 

 社交ダンスが，原則として，基本ステップ等の既存のステ
ップを自由に組み合わせて踊られるものであり，基本ステッ
プ等の既存のステップは，ごく短いものであり，かつ，社交
ダンスで一般的に用いられるごくありふれたものであるから
，これらに著作物性は認められない 

東京地裁240228 

No_17 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p7DTaLKHWpqdxM&tbnid=DazXeqTzMJNPtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.yahoo.co.jp/shinichi_hisada/61116737.html&ei=gmlsUuXMNK6WiQfeloD4Cg&bvm=bv.55123115,d.aGc&psig=AFQjCNGxaipc3DWvjJB_LIb5RkmIzMONrQ&ust=1382922917648390

